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＜議案第７９号 堺市公告式条例の一部を改正する条例＞ 

堺市公告式条例（昭和２５年条例第１９号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（規則に関する準用） （市長の定める規則の公布） 

第３条 前条の規定は、規則の公布にこれを準用する。 第３条 市長の定める規則を公布しようとするときは、公布の旨の前

文、年月日及び市長名を記入しなければならない。 

 ２ 前条第２項の規定は、前項の規則について準用する。 

（規程等の公表）  （市長の定める規程等の公表） 

第４条 規則を除くほか、市長の定める規程等で公表を要するものを公

表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び市長名

を記入して市長印を押さなければならない。 

第４条 第２条第２項及び前条第１項の規定は、市長の定める規程等で

公表を要するものについて準用する。 

２ 第２条第２項の規定は、前項の規程等の公表にこれを準用する。  

（市の機関の定める規則及び規程の公表） （市の機関の定める規則及び規程等の公表） 

第５条 第２条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規則で公

表を要するものについて準用する。この場合において、同条第１項中

「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関の代表者」と読み替える

ものとする。 

第５条 第２条第２項及び第３条第１項の規定は、市の機関（教育委員

会を除く。以下同じ。）の定める規則及び市の機関の定める規程等で

公表を要するものについて準用する。この場合において、同項中「市

長名」とあるのは、「当該機関の名称又は当該機関の代表者の氏名」

と読み替えるものとする。 

２ 第２条第２項及び前条第１項の規定は、教育委員会を除く市の機関  

の定める規程等で公表を要するものについて準用する。この場合にお

いて、前条第１項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関 
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の代表者の氏名」と、「市長印」とあるのは「当該機関の印又は当該

機関の代表者の印」と読み替えるものとする。 

（施行期日の特例）  （施行期日の特例） 

第６条 条例、規則、規程等又は市の機関の定める規則、規程等は、そ

れぞれ当該条例、規則、規程等をもって、特に施行期日を定めること

ができる。 

第６条 条例、市長の定める規則及び規程等並びに市の機関の定める規

則及び規程等は、それぞれ当該条例、規則、規程等をもって、特に施

行期日を定めることができる。 
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